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　社会福祉協議会（略称：社協）は1951（昭和26）年、戦後の混乱期を経て民間の社会福祉活動を強化
することを目的に、全国及び都道府県に設置されました。その後市区町村にも組織が拡大され、住民参加
を呼びかけながら地域福祉活動の推進を中心に、その役割を現在まで一貫して担っており、2000（平成
12）年に改正された社会福祉法において、地域福祉の推進役として明確に位置付けられました。
　運営にあたっては、地域の住民やボランティア、社会福祉の関係者などの参加と協力を得ています。
　このように、社会福祉協議会は民間組織としての自主性と住民や社会福祉関係者に広く支えられた公共
性という、２つの側面をあわせもった組織といえます。

社会福祉協議会とは

■社会福祉協議会の性格

組　織
　社会福祉協議会は全国の市区町村、都道府県・指定都市及び全国段階に設置され、そのネットワークにより活動を進
めている団体です。また、民間組織としての自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を
持つ団体です。
構　成
　住民、当事者、ボランティア、社会福祉や保健・医療、教育などの関連分野の関係者、さらに地域社会を形成する他
の様々な専門家・団体・機関によって構成されています。
目　的
　地域が抱えている様々な福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図るこ
とを目的としています。そしてその活動を通して、心ふれあう「福祉のまちづくり」の実現をめざしています。
事　業
　住民の福祉活動の場づくり、仲間づくりなどの支援や、社会福祉に関わる公私の関係者・団体・機関の連携を進めたり、
具体的な福祉サービスの企画や実施を行います。

■社会福祉協議会の６つの原則

　社会福祉協議会は６つの活動原則に基づいて、地域の特性を生かした活動を展開しています。

１.　住民ニーズ基本の原則（一人ひとりの住民ニーズを多様な方法で把握し、そのニーズに基づく活動を進めます。）
２.　住民活動基盤の原則（住民の思いや主体的な取り組みを基盤として活動・事業を進めます。）
３.　個別支援と地域づくりの一体的展開の原則（一人ひとりのニーズに基づく個別支援と、住民や地域の関係者が主体的に

参画する地域づくりを連動・循環させながら展開します。）
４.　民間性の原則（柔軟にニーズに対応し、必要に応じて既存サービスの改善や新たな社会資源の開発などに取り組みます。）
５.　連携・協働の原則（福祉関係だけではなく、医療、保健、就労、住まい、司法、産業、教育など、多分野の関係者と連携・

協働します。また、行政との役割分担に基づいて、協働して活動を展開します。）
６.　専門性の原則（幅広いネットワークを基盤として地域福祉推進の専門性を発揮するとともに、組織的な人材育成を図

ります。）

■都道府県社会福祉協議会の11の機能

　都道府県社会福祉協議会は、11の機能を発揮することにより、安心して生活できる福祉のまちづくりを進めます。

１.　市町村社協の支援と協働
２.　住民や地域の関係者による福祉活動、ボランティア・市民活動の推進
３.　組織化、連絡調整
４.　福祉活動・事業の企画・実施、支援
５.　相談支援
６.　権利擁護

 ７.　調査・研究、計画、ソーシャルアクションの実施
 ８.　福祉教育の推進
 ９.　福祉人材の確保・育成・定着支援
10.　災害時等の支援
11.　福祉の財源確保および助成の実施

 
 

 

地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、行政機関の協力を得ながら
「福祉のまちづくり」をめざす民間の組織です。
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名　　称 社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

設　　立 1951（昭和26）年10月23日

法人認可 1955（昭和30）年10月17日

設立登記 1955（昭和30）年12月 1日

設立根拠 社会福祉法第110条

所 在 地

会　　員 市町村社会福祉協議会、社会福祉施設、社会福祉関係団体、賛助会員等

役 員 等 理事 定数20名以上23名以内、監事 定数2名以上3名以内、評議員 定数31名以上37名以内

会　　長 竹之内　章代

職 員 数 74名（職員31名、常勤嘱託職員9名、非常勤嘱託職員32名、事務補助員2名）   ※令和7年4月1日現在

定款に定める目的
　　　　　　 茨城県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に

関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

組 織 図

茨城県社会福祉協議会について

事 務 局

総務企画部

生活支援部

　茨城県日常生活自立支援センター

福祉人材・研修部

　茨城県福祉人材センター

福祉のまちづくり推進部

　茨城県ボランティアセンター

福祉事業部

　運営適正化委員会
　いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口

わくわく事業推進部

　茨城わくわくセンター

茨城県市町村社会福祉協議会事務局長会
茨城社会福祉協議会職員連絡協議会
茨城県防災ボランティアネットワーク

茨城県民間社会福祉事業従事者互助会
茨城県保育協議会
茨城県社会福祉法人経営者協議会
茨城県救護施設協議会
茨城県社会福祉予算対策委員会

　茨城県社会福祉協議会（略称：県社協）は、社会福祉に関わる様々な課題の解決や福祉サービスの向上
などを目的とした、広報・啓発や調査研究、講座・研修、ボランティア・市民活動の推進、権利擁護、福
祉人材の確保など、幅広い活動を行っている公共性の高い民間非営利組織です。
　令和６年３月に策定した「第６次茨城県地域福祉活動推進プラン」に基づき、組織の強化を図るととも
に、自らが果たすべき役割と取り組むべき活動を明らかにしながら、地域福祉の推進のため様々な活動を
展開しています。
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 約束 1 　

福祉の大切さを伝える・
つながる

 挑戦 1  みんなの地域をみんなでつくる
 挑戦 2  想いがつながる第１歩
 挑戦 3  思いやりの心を育てる

 約束 2 　

福祉の大切さに気づいた人や
その活動を支える・つなげる

 挑戦 4   ボランティア・市民活動を支える・
つなげる

 挑戦 5  高齢者と共に地域とつながり、支え合う
 挑戦 6  新たな活動者を育てる・つなげる

 約束 3 　

その人らしさに寄り添い・ 
守る

 挑戦 7  利用者の気持ちに寄り添う
 挑戦 8  暮らしの安心を届ける

 約束 4 　

安心した生活を支える

 挑戦 ９  自立への手助け

 挑戦10  多様な取り組みを通じて寄り添う

 約束 5 　

福祉を支える人を増やし・　
資質を高める

 挑戦11  福祉人材を確保し定着させる

 挑戦12  福祉人材を育成する

 約束 6 　

関係機関・団体等と支え合い　
共に歩む

 挑戦１3  市町村社協と共に考え共に進む
 挑戦１4  施設・事業所を支え共に進む
 挑戦１5  団体等とつながり共に進む

 約束 7 　

ニーズに気づき・こたえる
 挑戦16  ニーズに気づき・こたえる

 約束 8 　

歩み続ける県社協

 挑戦17  職員確保と育成
 挑戦18  しなやかな組織づくり
 挑戦19  必要な財源の確保と活用
 挑戦20  災害等に備えた組織体制の強化

■策定の趣旨・性格
 

 

・急速な少子高齢化による人口減少や相互のつながりの希薄化などにより、社会的孤立や経済的困窮など、深刻な
生活課題が顕在化しており、地域が一体となってお互いに助け合う「地域共生社会」の実現が求められています。

・このような社会情勢の変化や、第５次プランを推進していく中で把握した課題に対応し、「だれもが、その人
らしく、安心して暮らせる福祉社会の実現」を目指したプランとしました。

■基本理念

だれもが　その人らしく　安心して暮らせる福祉社会の実現

　社会福祉法の理念をふまえ、共に支え合い誰もが人として尊厳を持って、住み慣れた家庭や地域の中で、その
人らしく自立し、社会参加を行いながら、安心して暮らせる福祉社会の実現をめざしています。

■プランの推進期間
　令和６年度（2024年度）から令和10年度（2028年度）までの５年間としており、実施項目は毎年見直しを
行います。

■プランの推進体系

 使命 2 　

安心して利用できる福祉
（福祉サービス利用者への支援）

 使命 3 　

人を育て、共に歩む福祉
（ 社会福祉事業の充実・活性化への支援）

 使命 4 　

切り拓く福祉
（新たな生活課題への対応）

 使命 5 　

前進する県社協
（県社協の組織の充実）

 使命 1 　

支え合う福祉
（ 住民参加と福祉コミュニティづくりの推進）

第６次茨城県地域福祉活動推進プラン
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■令和７年度一般会計収支予算

令和７年度一般会計収支予算・職員行動規範

■職員行動規範（平成23年10月23日制定）

　県社協の基本理念である「誰もがその人らしく安心して暮らせる福祉社会」の実現に向け、職員一人ひとりが
自覚と責任を持ち職員間の意識の共有を図るため、「職員行動規範」を制定しています。

１　尊厳の尊重と自立支援
  　私たちは、人々の尊厳と基本的人権を尊重し、援助を必要とする人が地域社会の一員として住み慣れた地域で、

誰もがその人らしく自立した暮らしができるよう支援します。

２　地域福祉の推進
  　私たちは、地域の福祉課題を把握し、地域住民の福祉意識を高め、住民相互が福祉活動の解決に取り組み、支え

合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します。

３　関係機関等との連携・協働
  　私たちは、社会福祉関係機関・団体、民間企業、ＮＰＯ、地域住民やボランティア等と日頃から連携を図り、協力・

協働して、地域に根ざした先駆的な取り組みを支援し、地域福祉の推進を目指します。

４　自己研鑽、チャレンジ精神
  　私たちは、県社協の存在意義を認識し、チャレンジ精神を常に持ち、自己研鑽に努め、県社協職員としての自覚

と専門性を高めます。また、現状に留まることなく常に業務の評価と改善に努め、コスト意識を持って効果的で効
率的な事業の推進を図ります。

５　関係法令等の遵守
  　私たちは、関係法令や規程等を遵守するとともに、不当な要求にも妥協せず、毅然とした態度で対処し、県社協

職員としての誇りと自覚を持って、公正・公平に職務を遂行します。また、職務上知り得た個人情報は県社協の規
定に基づき、適切に保護・管理し、信頼の維持・向上に努めます。

６　環境保全への寄与
  　私たちは、社会の一員として、環境問題に関心を持ち、業務における環境負荷の軽減に努めます。

○事業活動収入　他 （千円）

勘定科目 予算額

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

貸付資金補助金収入

施設整備等補助金収入

積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

その他の活動による収入

前期末支払資金残高

収入合計

○事業活動支出　他 （千円）

勘定科目 予算額

人件費支出 294,508

783,562

37,026

1,479

60,245

5,695

17,314

4,650

4,979

1,625

588,919

92

895,041

84,946

57,405

2,837,486

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

施設職員退職手当事業支出

固定資産取得支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

基金積立資産支出

積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金支出

その他の活動による支出

予備費支出

当期末支払資金残高

支出合計

23,110

15,731

308,246

149,773

176

20,540

10,984

89,223

44,811

1,300

74,078

624,812

2,411

831,192

641,099

2,837,486
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福祉の大切さを伝える・
つながる

 挑戦 1  みんなの地域をみんなでつくる
 挑戦 2  想いがつながる第１歩
 挑戦 3  思いやりの心を育てる
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■策定の趣旨・性格
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第６次茨城県地域福祉活動推進プラン
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10,984

89,223

44,811
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各部の主な事業

【総務企画部】
　組織の円滑な運営や財政基盤の強化、広報活動、
総合的な連絡調整、第６次茨城県地域福祉活動推進
プランの進行管理を行っています。

◯法人の運営管理
◯茨城県社会福祉大会の開催
◯広報誌・ホームページ等による情報発信

【福祉人材・研修部】

◯福祉人材センターの運営（無料職業紹介所）
◯社会福祉事業従事者研修の開催
◯保育士・介護福祉士修学資金等貸付

【福祉事業部】
　社会福祉事業者が利用者や地域社会からのニーズ
に応え、質の高いサービスを安定して継続的に提供
できるよう、社会福祉施設への支援や関係機関・団
体との連携を図るとともに、社会福祉施設職員等を
対象とした各種福利厚生事業の充実に努めています。

◯福祉サービスに関する苦情
　解決事業
◯社会福祉事業従事者への福
　利厚生事業
◯民間社会福祉施設職員等退
　職手当制度の充実
○いばらき在宅ケアハラスメ
　ント相談窓口
◯社会福祉施設・福祉関係団
　体等との連携

【生活支援部】
　低所得世帯等の経済的自立に向けた生活福祉資金
の貸付や、判断能力が低下しても地域での生活が継
続できるよう、福祉サービス利用者の権利擁護の仕
組みづくり等を進めています。

◯生活福祉資金貸付事業
◯日常生活自立支援事業
◯生活困窮者自立支援事業の
　推進
◯成年後見制度の体制整備
◯福島県からの県内避難者へ
　の支援

◯県民参加によるはんどちゃん
　ネットワーク運動の推進
◯市町村社会福祉協議会への支
　援と協働
◯ボランティア・市民活動への
　参加促進
◯災害時の支援体制の整備

【福祉のまちづくり推進部】
　市町村社協をはじめ地域住民やボランティア・Ｎ
ＰＯなど多様な機関・団体・個人等と連携・協働の
もと、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを
進めています。

【わくわく事業推進部】
　明るく活力ある長寿社会の実現をめざして、県民
一人ひとりがいつまでも、健康でいきいきと地域の
中で支え合う一員として暮らし続けられるよう、ス
ポーツや文化活動を支援しています。

◯ニュースポーツ・ｅスポーツ
　の推進事業
◯文化活動の推進事業
◯社会参加活動の促進事業
◯総合情報誌等による情報発信

　福祉人材の育成・確保・定着に向けた福祉の仕事
の魅力を伝える取り組みや、求人・求職の登録紹介
斡旋を行う他、社会福祉事業従事者を対象とした各
種研修会・講習会の開催、修学資金等の貸付を行い
ます。

7

はんどちゃんネットワーク運動

　「はんどちゃんネットワーク運動」は、いつでもどこでも誰もが安心して暮らせる「福祉コミュニティづ
くり県民運動」構想を基礎として、地域における生活課題を共有し、その課題解決のための取り組みを身
近な地域や組織から全県下に拡げ、県内を心のかよう「あったかコミュニティ」にしていくもので、平成
10年から開始しました。
　平成20年からは、「第２期はんどちゃんネットワーク運動」として、新たな理念のもと、さらなる福祉
コミュニティづくりを推進してきました。さらに、平成30年度からはじまった「第３期はんどちゃんネッ
トワーク運動」では、地域の「みんなの幸せ」をつくるため、ふれあい・いきいきサロンを含む居場所を
中心とした地域活動を応援しています。

■はんどちゃんのプロフィール
【出 身 地】茨城県
【所　　属】茨城県社会福祉協議会
　　　　　　はんどちゃん運動推進委員会

【生年月日】平成９年６月２日
 （丑年生まれ、ふたご座）

【誕　　生】 平成８年度に福祉コミュニティづく
り県民運動の一環として、福祉キャ
ラクターを募集したところ、全国各
地から418点の応募がありました。
選考の結果、大阪市在住、当時26歳
の主婦の方が応募した「はんどちゃ
ん」が採用されることになりました。

■LINEスタンプ「はんどちゃん」
【販売開始】第1弾　平成27年5月　　第2弾　令和4年8月
【価　　格】1セット120円（税込み）
【内　　容】第1弾　スタンプ１セット40種
　　　　　 第2弾　スタンプ１セット24種

【購入方法】 無料通話アプリ「LINE」内の「スタンプショップ」または
「LINEストア」で購入。
※LINEはLINE株式会社の商標または登録商標です。

第 １ 弾 第 2 弾

■はんどちゃんネットワーク運動の理念（平成20年4月制定）

　私たちの社会は、多くの人の関わりの中で、お互いに支えあう、共に生きる福祉社会
づくりを進めることが必要となっています。
　はんどちゃんネットワーク運動は、誰もが気軽に集うことができる居場所（「サロン」）
が県内各地に広がり、地域の皆さんが中心となって、共に支え合い、安心して暮らせる
地域社会づくりをねらいとしています。

〈県内のサロンの様子〉 〈「福祉コミュニティづくり推進のつどい」の様子〉
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の貸付や、判断能力が低下しても地域での生活が継
続できるよう、福祉サービス利用者の権利擁護の仕
組みづくり等を進めています。

◯生活福祉資金貸付事業
◯日常生活自立支援事業
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地から418点の応募がありました。
選考の結果、大阪市在住、当時26歳
の主婦の方が応募した「はんどちゃ
ん」が採用されることになりました。
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〈県内のサロンの様子〉 〈「福祉コミュニティづくり推進のつどい」の様子〉
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■ボランティア基金（ボランティア活動への寄付）
目的： 茨城県内におけるボランティアの自主的な活動を促進し、地域福祉活動の実現を期することを目的として

います。
運用： 県内に所在し、県民を対象とした地域福祉活動を行っているボランティアグループ、ＮＰＯ法人、任意団

体等に対して援助しています。
令和６年度の払出し実績：

■交通遺児福祉基金（交通遺児への寄付）
目的： 交通遺児の福祉向上を目的としています。
運用： 県内の交通遺児に、小学校・中学校卒業時の就学奨励金として援助しています。
　　　また、令和３年度から高等学校等の卒業予定者に、激励金をお渡ししています。
令和６年度の払出し実績：

■善意金品のご寄付
　預託された県民の善意金品を預託者の意思や一定の基準に基づいて配分しています。
令和６年度の払出し等実績：
　◯善意金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◯善意品

助成内訳 助成金額

ボランティア団体

市町村社協ボランティアセンター

合計

助成内訳 助成金額

小学校卒業時の就学奨励金

中学校卒業時の就学奨励金

高等学校卒業者等激励金

合計

助成金額

指定払い出し金額合計 2,532,413円

預　　託　　品

使用済切手、使用済カード、ハガキ、不織布マ
スク、紙おむつ・粉ミルク等、車いす、軽自
動車（福祉巡回車）、食品・日用品等、スポー
ツ観戦招待、野菜、カレンダー、米、スナック
菓子、ポップコーン機

　県民の福祉向上等を目的とした寄付金を受付しています。皆様の善意を心よりお待ちしています。
　　・寄付をした個人は確定申告によって所得税法上の寄付金控除もしくは税額控除が受けられます。　
　　・寄付をした法人は確定申告によって法人税法上損金算入ができます。

寄付のお願い

3,998,394円

9,594,133円

13,592,527円

10団体

33社協

43団体・社協

 3人

10人

 3人

16人

240,000円

900,000円

750,000円

1,890,000円
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　地域の特性に合ったきめ細やかな地域福祉活動を推進していくために、市町村社会福祉協議会、社会福祉
施設、社会福祉関係団体等の皆様方に県社協の「正会員」として加入をお願いしております。
　また、県社協の事業・運営に県民の皆様をはじめ、企業や事業所等の方々の参加をいただきたく「賛助会員」
として支援をお願いしております。

■会員とは
県社協の会員は正会員と賛助会員の２種類があります。
○正会員
県社協の趣旨・目的に賛同する者で、次に該当する団体又は個人です。
　・社会福祉施設及び社会福祉団体
　・市町村社会福祉協議会
　・社会福祉関係団体
　・社会福祉奉仕団体
　・社会福祉に理解と熱意のある団体及び学識経験者
○賛助会員
県社協の趣旨・目的に賛同する個人又は団体等です。

■入会について
所定の入会申込書（ホームページから出力可）に必要事項を記入のうえ、郵送してください。

■会費について
県社協の規程に従い、所定の会費を納入していただきます。

■会員特典
県社協の実施する「社会福祉事業従事者研修」について、一部の研修を除いて、1日の受講料が非会員に比
べて2,000円安くなります。
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入できます。

　茨城わくわくセンターは県や市町村、民間企業などの幅広い協力を得ながら、明るく活力ある長寿社会
を目指し、高齢者を対象として、健康・生きがいづくりの支援、社会参加活動の促進に関する事業を展開
しています。事業の充実を図るためご支援をいただく「わくわく事業推進サポーター制度」を設けており
ますので、サポーターに加入いただき、わくわくセンターへの支援をお願いしております。

■わくわく事業推進サポーター
目的： 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業の充実を図ること

を目的としています。
会費：

会　費 備　　考

法人・団体 １口　５万円

個　人
３千円

（夫婦は４千円）

10月～ 12月入会の場合は
２千円（夫婦は３千円）

1月～ 3月入会の場合は
１千円（夫婦は２千円）

会員の募集

わくわく事業推進サポーター 特典

●会員限定バス旅行の実施

● へ等座講種各るす施実がータンセくわくわ 
の優先参加

● の等トンベイるす施実がータンセくわくわ 
参加割引

● の」きらばいフイラくわくわ「誌報情合総 
お届け（年4回）

● の業事種各るす施実がータンセくわくわ 
ご案内
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市町村社会福祉協議会一覧

市町村社協名 郵便番号 所在地 建物名 電話番号 FAX番号

水戸市社会福祉協議会 水戸市福祉ボランティア会館

日立市社会福祉協議会 日立駅前大型商業施設「ヒタチエ」別館

土浦市社会福祉協議会 土浦市総合福祉会館

古河市社会福祉協議会 古河福祉の森会館

石岡市社会福祉協議会 ふれあいの里ひまわりの館

結城市社会福祉協議会 結城市健康増進センター　

龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市役所保健福祉棟

下妻市社会福祉協議会 下妻市役所旧第二庁舎

常総市社会福祉協議会 石下総合福祉センター

常陸太田市社会福祉協議会 常陸太田市総合福祉会館

高萩市社会福祉協議会 高萩市総合福祉センター

北茨城市社会福祉協議会 北茨城市地域福祉交流センター

笠間市社会福祉協議会 笠間市地域福祉センターともべ

取手市社会福祉協議会 取手市福祉交流センター

牛久市社会福祉協議会 牛久市役所分庁舎

つくば市社会福祉協議会 つくば市役所大穂庁舎

ひたちなか市社会福祉協議会 ひたちなか市総合福祉センター

鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市総合福祉センター

潮来市社会福祉協議会 潮来保健センター

守谷市社会福祉協議会 いきいきプラザ・げんき館

常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市総合保健福祉センター

那珂市社会福祉協議会 那珂市役所瓜連支所分庁舎

筑西市社会福祉協議会 筑西市総合福祉センター

坂東市社会福祉協議会 岩井福祉センター

稲敷市社会福祉協議会 稲敷市江戸崎福祉センター

かすみがうら市社会福祉協議会 かすみがうらウェルネスプラザ

桜川市社会福祉協議会 桜川市岩瀬福祉センター

神栖市社会福祉協議会 神栖市保健・福祉会館　

行方市社会福祉協議会 行方市地域包括支援センター

鉾田市社会福祉協議会 鉾田市老人福祉センター

つくばみらい市社会福祉協議会 総合福祉施設きらくやまふれあいの丘

小美玉市社会福祉協議会 小美玉市玉里保健福祉センター

茨城町社会福祉協議会 茨城町総合福祉センター

大洗町社会福祉協議会 大洗町健康福祉センター

城里町社会福祉協議会 城里町常北保健福祉センター

東海村社会福祉協議会 東海村総合福祉センター

大子町社会福祉協議会 大子町文化福祉会館

美浦村社会福祉協議会 美浦村デイサービスセンター

阿見町社会福祉協議会 阿見町総合保健福祉会館

河内町社会福祉協議会 河内町福祉センター

八千代町社会福祉協議会 八千代町保健センター

五霞町社会福祉協議会 五霞町福祉センター

境町社会福祉協議会 境町社会福祉会館

利根町社会福祉協議会 利根町健康増進等複合施設
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昭　和
県社協設立

県民生会館竣工

本会機関誌「茨城の福祉」発行

第1回県社協総会（兼社会福祉大会）開催

郡市町村社協専任職員連絡協議会発足

無料法律相談所開設

結婚相談所開設

社会福祉法人格取得

県民間社会福祉施設職員退職手当支給制度実施

県立県民福祉センターへ移転

高齢者無料職業紹介所開設

善意銀行を県ボランティア活動振興センターに改組

県社協研修センター開設

第1回県ボランティア振興大会開催

高齢者総合相談センター開設

平　成
県ボランティア活動振興センター、県ボランティアセンターに名称変更

県総合福祉会館へ移転

福祉施設経営相談室開設

福祉人材情報センター開設

福祉人材無料職業紹介所事業開始

地域福祉計画「がんばる　いきいきプラン」策定

福祉コミュニティづくり県民運動開始

インターネット「ふくしネットワークいばらき」開設

関東甲信越静ブロック管内で災害時の相互支援に関する協定締結

福祉キャラクター「はんどちゃん」制定

地域福祉権利擁護センター開設

福祉サービスに関する苦情解決事業開始（運営適正化委員会設置）

新・地域福祉活動計画策定

茨城わくわく財団との統合

研究交流誌「いばらきの福祉活動」創刊

県社協と市町村社協間で災害時支援に関する協定締結

県防災ボランティアネットワーク設立

地域福祉活動推進プラン策定

ホームページ開設

  県総合福祉会館の指定管理受託

第4次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

ホームページリニューアル、 Facebook開始

子育て人材支援センター開設

福島県復興支援員設置

子育て人材支援センターを福祉人材センターに統合

第5次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

令　和
生活福祉資金新型コロナ特例貸付事業開始

第6次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口開設

茨城県社会福祉協議会の歴史
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市町村社会福祉協議会一覧

市町村社協名 郵便番号 所在地 建物名 電話番号 FAX番号

水戸市社会福祉協議会 水戸市福祉ボランティア会館

日立市社会福祉協議会 日立駅前大型商業施設「ヒタチエ」別館

土浦市社会福祉協議会 土浦市総合福祉会館

古河市社会福祉協議会 古河福祉の森会館

石岡市社会福祉協議会 ふれあいの里ひまわりの館

結城市社会福祉協議会 結城市健康増進センター　

龍ケ崎市社会福祉協議会 龍ケ崎市役所保健福祉棟

下妻市社会福祉協議会 下妻市役所旧第二庁舎

常総市社会福祉協議会 石下総合福祉センター

常陸太田市社会福祉協議会 常陸太田市総合福祉会館

高萩市社会福祉協議会 高萩市総合福祉センター

北茨城市社会福祉協議会 北茨城市地域福祉交流センター

笠間市社会福祉協議会 笠間市地域福祉センターともべ

取手市社会福祉協議会 取手市福祉交流センター

牛久市社会福祉協議会 牛久市役所分庁舎

つくば市社会福祉協議会 つくば市役所大穂庁舎

ひたちなか市社会福祉協議会 ひたちなか市総合福祉センター

鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市総合福祉センター

潮来市社会福祉協議会 潮来保健センター

守谷市社会福祉協議会 いきいきプラザ・げんき館

常陸大宮市社会福祉協議会 常陸大宮市総合保健福祉センター

那珂市社会福祉協議会 那珂市役所瓜連支所分庁舎

筑西市社会福祉協議会 筑西市総合福祉センター

坂東市社会福祉協議会 岩井福祉センター

稲敷市社会福祉協議会 稲敷市江戸崎福祉センター

かすみがうら市社会福祉協議会 かすみがうらウェルネスプラザ

桜川市社会福祉協議会 桜川市岩瀬福祉センター

神栖市社会福祉協議会 神栖市保健・福祉会館　

行方市社会福祉協議会 行方市地域包括支援センター

鉾田市社会福祉協議会 鉾田市老人福祉センター

つくばみらい市社会福祉協議会 総合福祉施設きらくやまふれあいの丘

小美玉市社会福祉協議会 小美玉市玉里保健福祉センター

茨城町社会福祉協議会 茨城町総合福祉センター

大洗町社会福祉協議会 大洗町健康福祉センター

城里町社会福祉協議会 城里町常北保健福祉センター

東海村社会福祉協議会 東海村総合福祉センター

大子町社会福祉協議会 大子町文化福祉会館

美浦村社会福祉協議会 美浦村デイサービスセンター

阿見町社会福祉協議会 阿見町総合保健福祉会館

河内町社会福祉協議会 河内町福祉センター

八千代町社会福祉協議会 八千代町保健センター

五霞町社会福祉協議会 五霞町福祉センター

境町社会福祉協議会 境町社会福祉会館

利根町社会福祉協議会 利根町健康増進等複合施設
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昭　和
県社協設立

県民生会館竣工

本会機関誌「茨城の福祉」発行

第1回県社協総会（兼社会福祉大会）開催

郡市町村社協専任職員連絡協議会発足

無料法律相談所開設

結婚相談所開設

社会福祉法人格取得

県民間社会福祉施設職員退職手当支給制度実施

県立県民福祉センターへ移転

高齢者無料職業紹介所開設

善意銀行を県ボランティア活動振興センターに改組

県社協研修センター開設

第1回県ボランティア振興大会開催

高齢者総合相談センター開設

平　成
県ボランティア活動振興センター、県ボランティアセンターに名称変更

県総合福祉会館へ移転

福祉施設経営相談室開設

福祉人材情報センター開設

福祉人材無料職業紹介所事業開始

地域福祉計画「がんばる　いきいきプラン」策定

福祉コミュニティづくり県民運動開始

インターネット「ふくしネットワークいばらき」開設

関東甲信越静ブロック管内で災害時の相互支援に関する協定締結

福祉キャラクター「はんどちゃん」制定

地域福祉権利擁護センター開設

福祉サービスに関する苦情解決事業開始（運営適正化委員会設置）

新・地域福祉活動計画策定

茨城わくわく財団との統合

研究交流誌「いばらきの福祉活動」創刊

県社協と市町村社協間で災害時支援に関する協定締結

県防災ボランティアネットワーク設立

地域福祉活動推進プラン策定

ホームページ開設

  県総合福祉会館の指定管理受託

第4次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

ホームページリニューアル、 Facebook開始

子育て人材支援センター開設

福島県復興支援員設置

子育て人材支援センターを福祉人材センターに統合

第5次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

令　和
生活福祉資金新型コロナ特例貸付事業開始

第6次茨城県地域福祉活動推進プラン策定

いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口開設

茨城県社会福祉協議会の歴史
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電話番号・FAX

○総務企画部（代表）　 TEL  

○生活支援部
　　県日常生活自立支援センター  TEL 
　　生活福祉資金 TEL 

○福祉人材・研修部
　　県福祉人材センター TEL  
　　福祉人材無料職業紹介所 TEL 
　　社会福祉事業従事者研修 TEL  
　　介護福祉士・保育士修学資金等 TEL 

○福祉のまちづくり推進部
　　県ボランティアセンター TEL 

○福祉事業部 TEL 
　　運営適正化委員会 TEL 
　　いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口 TEL 

○わくわく事業推進部 
　　茨城わくわくセンター TEL  

アクセス

■バス利用の場合
　 JR水戸駅北口6番乗り場から、関東鉄道バス
（『赤塚駅・偕楽園・大山台団地』行きを除く）
に乗車し、「県福祉会館前」下車（乗車時間約
20分）。

■タクシー利用の場合
　JR水戸駅南口から約15分。

■自家用車利用の場合
　 常磐自動車道水戸I.Cから国道50号バイパスを

大洗方面へ約10km。または、北関東自動車道
水戸南I.Cから国道50号バイパスを笠間方面へ
約7km。

セキショウ・ウェル
ビーイング福祉会館

利用案内

（2025.9）

フェイスブックホームページ

〒310-8586　水戸市千波町1918
　　　　　　　セキショウ・ウェルビーイング福祉会館
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